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１ 認定こども園の要件を定める条例（平成18年神奈川県条例第65号）新旧対照表 

改    正 現    行 

第１条 （略） 

（法第３条第１項の要件） 

第２条 法第３条第１項の条例で定める要件

は、次に掲げる要件とする。 

(１)～(３) （略） 

(４) 職員の配置について、次に掲げる基準

に適合すること。

ア （略）

イ 幼稚園と同様に１日に４時間程度利用

する満３歳以上の子ども及び保育所と同

様に１日に８時間程度利用する満３歳以

上の子ども（以下「教育及び保育時間相

当利用児」という。）に共通する４時間

程度の利用時間においては、満３歳以上

の子どもにつき１学級当たり30人以下の

学級が編制され、かつ、各学級に少なく

とも１人の職員（以下「学級担任」とい

う。）が置かれていること。

(５) 前号に掲げる基準に適合するために必

要となる職員の資格について、次に掲げる

基準に適合すること。

ア・イ （略）

ウ ア及びイの規定により置かなければな

らない保育士登録を受けている者につい

ては、１人に限って、当該認定こども園

に勤務する理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、心理担当職員（学校教育法の

規定による大学（短期大学を除く。）若

しくは大学院において、心理学を専修す

る学科、研究科若しくはこれに相当する

課程を修めて卒業した者であって、個人

及び集団心理療法の技術を有するもの又

はこれと同等以上の能力を有すると認め

られる者をいう。）又は障害児の療育に

関する知識及び経験を有する者であっ

て、障害児の療育の指導を行う業務に５

年以上従事した経験を有するもののいず

れかに該当し、かつ、子育てに関する知

識及び経験を有する者（以下「特定理学

療法士等」という。）をもって代えるこ

とができること。ただし、当該特定理学

療法士等は、補助者として従事する場合

を除き、教育課程に基づく教育に従事し

てはならず、当該特定理学療法士等が保

育を行うに当たっては、保育士登録を受

けている者による支援を受けることがで

きる体制を確保すること。 

(６)～(９) （略） 

(10) 管理及び運営について、次に掲げる基

準に適合すること。

第１条 （略） 

（法第３条第１項の要件） 

第２条 法第３条第１項の条例で定める要件

は、次に掲げる要件とする。 

(１)～(３) （略） 

(４) 職員の配置について、次に掲げる基準

に適合すること。

ア （略）

イ 幼稚園と同様に１日に４時間程度利用

する満３歳以上の子ども及び保育所と同

様に１日に８時間程度利用する満３歳以

上の子ども（以下「教育及び保育時間相

当利用児」という。）に共通する４時間

程度の利用時間においては、満３歳以上

の子どもにつき１学級当たり35人以下の

学級が編制され、かつ、各学級に少なく

とも１人の職員（以下「学級担任」とい

う。）が置かれていること。

(５) 前号に掲げる基準に適合するために必

要となる職員の資格について、次に掲げる

基準に適合すること。

ア・イ （略）

（新規）

(６)～(９) （略） 

(10) 管理及び運営について、次に掲げる基

準に適合すること。
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改    正 現    行 

ア～サ （略） 

シ 法第６条の規定に基づき、児童対象性

暴力等（学校設置者等及び民間教育保育

等事業者による児童対象性暴力等の防止

等のための措置に関する法律（令和６年

法律第69号）第２条第２項に規定する児

童対象性暴力等をいう。以下このシにお

いて同じ。）を防止し、及び児童対象性

暴力等が行われた場合に子どもを適切に

保護するため、児童等対象業務従事者

（子どもと接する業務に従事する者のう

ち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環

境の下で当該子どもに接するものをい

う。）に係る犯罪事実確認（同法第４条

第１項に規定する犯罪事実確認をい

う。）その他の必要な措置が講じられて

いること。 

第３条・第４条 （略） 

   附 則 

１・２ （略） 

３ 第２条第５号アの規定により置かなければ

ならない保育士登録を受けている者及び同号

イただし書の規定により原則として置かなけ

ればならない保育士登録を受けている者は、

当分の間、幼稚園教諭免許状を有する者又は

教育職員免許法第４条第２項に規定する普通

免許状のうち小学校の教諭の免許状若しくは

養護教諭の免許状を有する者（現に当該施設

において主幹養護教諭、主務養護教諭及び養

護教諭として従事している者を除く。以下

「小学校教諭等免許状所持者」という。）を

もって代えることができる。 

４～６ （略） 

７ 次の表の左欄に掲げる規定により同表の中

欄に掲げる者について同表の右欄に掲げる者

をもって代える場合においては、同表の右欄

に掲げる者の総数は、第２条第４号アの規定

により認定こども園に置かなければならない

職員の数の３分の１を超えてはならない。 

第２条第５号

ウ 

第２条第５号

アの規定によ

り置かなけれ

ばならない保

育士登録を受

けている者 

特定理学療法

士等 

附則第３項 第２条第５号

アの規定によ

り置かなけれ

ばならない保

育士登録を受

けている者及

幼稚園教諭免

許状を有する

者又は小学校

教諭等免許状

所持者 

ア～サ （略） 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３条・第４条 （略） 

   附 則 

１・２ （略） 

３ 第２条第５号アの規定により置かなければ

ならない保育士登録を受けている者及び同号

イただし書の規定により原則として置かなけ

ればならない保育士登録を受けている者は、

当分の間、幼稚園教諭免許状を有する者又は

教育職員免許法第４条第２項に規定する普通

免許状のうち小学校の教諭の免許状若しくは

養護教諭の免許状を有する者（現に当該施設

において主幹養護教諭       及び養

護教諭として従事している者を除く。以下

「小学校教諭等免許状所持者」という。）を

もって代えることができる。 

４～６ （略） 

７ 次の表の左欄に掲げる規定により同表の中

欄に掲げる者について同表の右欄に掲げる者

をもって代える場合においては、同表の右欄

に掲げる者の総数は、第２条第４号アの規定

により認定こども園に置かなければならない

職員の数の３分の１を超えてはならない。 

（新規） 

 

 

 

 

 

  

附則第３項 第２条第５号

アの規定によ

り置かなけれ

ばならない保

育士登録を受

けている者及

幼稚園教諭免

許状を有する

者又は小学校

教諭等免許状

所持者 
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改    正 現    行 

び同号イただ

し書の規定に

より原則とし

て置かなけれ

ばならない保

育士登録を受

けている者 

（略）   

８ 第２条第５号ウ及び附則第６項の規定によ

り特定理学療法士等及び看護師等のいずれも

が保育を行う場合には、当該看護師等が保育

を行うに当たって当該施設の保育士登録を受

けている者（同号ウただし書の規定による支

援を行う者を除く。）による支援を受けるこ

とができる体制を確保しなければならない。 

９ （略） 

び同号イただ

し書の規定に

より原則とし

て置かなけれ

ばならない保

育士登録を受

けている者 

（略）   

（新規） 

 

 

 

 

 

 

８ （略） 
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２ 認定こども園の要件を定める条例の一部を改正する条例（令和６年神奈川県条例第66号）新旧対

照表 

改    正 現    行 

   附 則 

１ （略） 

２ 子どもの教育又は保育に従事する職員の配

置の状況に鑑み、教育又は保育の提供に支障

を及ぼすおそれがあるときは、令和10年３月

31日までの間、改正後の第２条第４号ア(ウ) 

     の規定は、適用しない。この場合に

おいて、改正前の第２条第４号ア(ウ)         

   の規定は、なおその効力を有する。 

３ 子どもの教育又は保育に従事する職員の配

置の状況に鑑み、教育又は保育の提供に支障

を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、改

正後の第２条第４号ア(エ)の規定は、適用し

ない。この場合において、改正前の第２条第

４号ア(エ)の規定は、なおその効力を有す

る。 

 

   附 則 

１ （略） 

２ 子どもの教育又は保育に従事する職員の配

置の状況に鑑み、教育又は保育の提供に支障

を及ぼすおそれがあるときは、当分      

     の間、改正後の第２条第４号ア(ウ) 

及び(エ)の規定は、適用しない。この場合に

おいて、改正前の第２条第４号ア(ウ)及び

(エ)の規定は、なおその効力を有する。 

（新規） 
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３ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年神奈川県条例第５号）新旧対

照表 

改    正 現    行 

第１条～第12条の６ （略） 

（児童対象性暴力等の防止） 

第12条の７ 児童福祉施設（助産施設、児童厚

生施設（児童館を除く。）、児童発達支援セ

ンター、児童家庭支援センター及び里親支援

センターを除く。）の設置者は、法第45条第

７項において準用する法第21条の５の18第４

項の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校

設置者等及び民間教育保育等事業者による児

童対象性暴力等の防止等のための措置に関す

る法律（令和６年法律第69号）第２条第２項

に規定する児童対象性暴力等をいう。以下こ

の条において同じ。）を防止し、及び児童等

対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に

保護するため、児童等対象業務従事者（児童

と接する業務に従事する者のうち、支配性、

継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該児童

に接するものをいう。）に係る犯罪事実確認

（同法第４条第１項に規定する犯罪事実確認

をいう。）その他の必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

第13条～第45条 （略） 

（職員） 

第46条 （略） 

２ （略） 

３ 前項の保育士の数の算定に当たっては、当

該保育所に勤務する理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、心理担当職員（第67条第18

項に規定する心理担当職員をいう。）又は障

害児の療育に関する知識及び経験を有する者

であって、障害児の療育の指導を行う業務に

５年以上従事した経験を有するもののいずれ

かに該当し、かつ、子育てに関する知識及び

経験を有する者（以下「特定理学療法士等」

という。）を、１人に限り、保育士とみなす

ことができる。ただし、当該特定理学療法士

等が保育を行うに当たっては、当該保育所の

保育士（附則第11項、第15項又は第16項の規

定により保育士とみなされる者を除く。）に

よる支援を受けることができる体制を確保し

なければならない。 

第47条～第118条 （略） 

附 則 

１～10 （略） 

11 第46条第２項に規定する保育士の数の算定

については、当分の間、当該保育所に勤務す

る保健師又は看護師（以下          

「看護師等」という。）を、１人に限り、保

育士とみなすことができる。ただし、乳児の

第１条～第12条の６ （略） 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第13条～第45条 （略） 

（職員） 

第46条 （略） 

２ （略） 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第47条～第118条 （略） 

附 則 

１～10 （略） 

11 第46条第２項に規定する保育士の数の算定

については、当分の間、当該保育所に勤務す

る保健師又は看護師（以下この項において

「看護師等」という。）を、１人に限り、保

育士とみなすことができる。ただし、乳児の
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改    正 現    行 

数が４人未満である保育所については、子育

てに関する知識と経験を有する看護師等を配

置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当

たって当該保育所の保育士（同条第３項又は

附則第15項若しくは第16項の規定により保育

士とみなされる者及び同条第３項ただし書の

規定による支援を行う者を除く。）による支

援を受けることができる体制を確保しなけれ

ばならない。 

12～16 （略） 

17 前２項の規定により保育士の数の算定につ

いて幼稚園教諭若しくは小学校教諭若しくは

養護教諭の普通免許状を有する者又は知事が

保育士と同等の知識及び経験を有すると認め

る者を保育士とみなした場合においては、保

育士（第46条第３項、附則第11項又は前２項

の規定により保育士とみなされる者を除

く。）を、同条第３項、附則第11項及び前２

項の規定の適用がないものとした場合に同条

第２項の規定により算定される        

保育士の数                 

                      

                の３分の

２以上置かなければならない。 

18 第46条第３項及び附則第11項の規定により

特定理学療法士等及び看護師等のいずれもが

保育を行う場合には、当該看護師等が保育を

行うに当たって、当該保育所の保育士（同条

第３項又は附則第15項若しくは第16項の規定

により保育士とみなされる者及び同条第３項

ただし書の規定による支援を行う保育士を除

く。）による支援を受けることができる体制

を確保しなければならない。 

19 （略） 

数が４人未満である保育所については、子育

てに関する知識と経験を有する看護師等を配

置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当

たって当該保育所の保育士          

                      

                      

                による支

援を受けることができる体制を確保しなけれ

ばならない。 

12～16 （略） 

17 前２項の規定により保育士の数の算定につ

いて幼稚園教諭若しくは小学校教諭若しくは

養護教諭の普通免許状を有する者又は知事が

保育士と同等の知識及び経験を有すると認め

る者を保育士とみなした場合においては、保

育士（       附則第11項又は前２項

の規定により保育士とみなされる者を除

く。）を                  

                      

                      

保育士の数（附則第11項及び前２項の規定の

適用がないものとした場合に第46条第２項の

規定により算定される数をいう。）の３分の

２以上置かなければならない。 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 （略） 
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４ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（令和６年神奈川

県条例第67号）新旧対照表 

改    正 現    行 

   附 則 

１ （略） 

２ 保育士の配置の状況に鑑み、保育の提供に

支障を及ぼすおそれがあるときは、令和10年

３月31日までの間、改正後の第46条第２項の

規定（満３歳以上満４歳に満たない児童に対

し保育を提供する保育士の数に関する部分に

限る。）は、適用しない。この場合におい

て、改正前の第46条第２項の規定（満３歳以

上満４歳に満たない児童に対し保育を提供す

る保育士の数に関する部分に限る。）は、な

おその効力を有する。 

３ 保育士の配置の状況に鑑み、保育の提供に

支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の

間、改正後の第46条第２項の規定（満４歳以

上の児童に対し保育を提供する保育士の数に

関する部分に限る。）は、適用しない。この

場合において、改正前の第46条第２項の規定

（満４歳以上の児童に対し保育を提供する保

育士の数に関する部分に限る。）は、なおそ

の効力を有する。 

 

   附 則 

１ （略） 

２ 保育士の配置の状況に鑑み、保育の提供に

支障を及ぼすおそれがあるときは、当分    

       の間、改正後の第46条第２項の

規定                    

                       

     は、適用しない。この場合におい

て、改正前の第46条第２項の規定       

                       

                   は、な 

おその効力を有する。 

（新規） 
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５ 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26

年神奈川県条例第52号）新旧対照表 

改    正 現    行 

第１条～第６条 （略） 

（学級の編制） 

第７条 （略） 

２ １学級の園児数は、原則として、30人以下

とする。 

３ （略） 

（職員） 

第８条 幼保連携型認定こども園には、各学級

ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保

育教諭、主務保育教諭又は保育教諭（次項に

おいて「保育教諭等」という。）を１人以上

置かなければならない。 

２ （略） 

３ 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育

及び保育（満３歳未満の園児にあっては、保

育。以下同じ。）に直接従事する職員の数

は、次の表の左欄に掲げる園児の区分に応

じ、それぞれ同表の右欄に定める員数以上と

する。ただし、当該職員の数は、常時２人を

下ってはならない。 

（略） 

備考 １ この表に定める員数は、副園長

（幼稚園の教諭の普通免許状（教

育職員免許法（昭和24年法律第147

号）第４条第２項に規定する普通

免許状をいう。以下この表及び附

則第９項において同じ。）を有

し、かつ、保育士登録（児童福祉

法（昭和22年法律第164号）第18条

の18第３項に規定する保育士登

録、同法第18条の28第２項に規定

する地域限定保育士登録又は児童

福祉法等の一部を改正する法律

（令和７年法律第29号）附則第15

条第３項に規定する旧国家戦略特

別区域限定保育士登録をいう。以

下この表において同じ。）を受け

たものに限る。）、教頭（幼稚園

の教諭の普通免許状を有し、か

つ、保育士登録を受けたものに限

る。）、主幹保育教諭、指導保育

教諭、主務保育教諭、保育教諭、

助保育教諭又は講師であって、園

児の教育及び保育に直接従事する

者の数をいう。 

  ２ （略） 

４ （略） 

５ 第３項の表備考１に定める者については、

１人に限って、当該幼保連携型認定こども園

第１条～第６条 （略） 

（学級の編制） 

第７条 （略） 

２ １学級の園児数は、原則として、35人以下

とする。 

３ （略） 

（職員） 

第８条 幼保連携型認定こども園には、各学級

ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保

育教諭       又は保育教諭（次項に

おいて「保育教諭等」という。）を１人以上

置かなければならない。 

２ （略） 

３ 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育

及び保育（満３歳未満の園児にあっては、保

育。以下同じ。）に直接従事する職員の数

は、次の表の左欄に掲げる園児の区分に応

じ、それぞれ同表の右欄に定める員数以上と

する。ただし、当該職員の数は、常時２人を

下ってはならない。 

（略） 

備考 １ この表に定める員数は、副園長

（幼稚園の教諭の普通免許状（教

育職員免許法（昭和24年法律第147

号）第４条第２項に規定する普通

免許状をいう。以下この表及び附

則第９項において同じ。）を有

し、かつ、保育士登録（児童福祉

法（昭和22年法律第164号）第18条

の18第３項に規定する保育士登

録、同法第18条の28第２項に規定

する地域限定保育士登録又は児童

福祉法等の一部を改正する法律

（令和７年法律第29号）附則第15

条第３項に規定する旧国家戦略特

別区域限定保育士登録をいう。以

下この表において同じ。）を受け

たものに限る。）、教頭（幼稚園

の教諭の普通免許状を有し、か

つ、保育士登録を受けたものに限

る。）、主幹保育教諭、指導保育

教諭       、保育教諭、

助保育教諭又は講師であって、園

児の教育及び保育に直接従事する

者の数をいう。 

  ２ （略） 

４ （略） 

（新規） 
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改    正 現    行 

に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、心理担当職員（学校教育法（昭和22年

法律第26号）の規定による大学（短期大学を

除く。）若しくは大学院において、心理学を

専修する学科、研究科若しくはこれに相当す

る課程を修めて卒業した者であって、個人及

び集団心理療法の技術を有するもの又はこれ

と同等以上の能力を有すると認められる者を

いう。）又は障害児の療育に関する知識及び

経験を有する者であって、障害児の療育の指

導を行う業務に５年以上従事した経験を有す

るもののいずれかに該当し、かつ、子育てに

関する知識及び経験を有する者（以下「特定

理学療法士等」という。）をもって代えるこ

とができる。ただし、当該特定理学療法士等

は、補助者として従事する場合を除き、教育

課程に基づく教育に従事してはならず、当該

特定理学療法士等が保育を行うに当たって

は、同表備考１に定める者による支援を受け

ることができる体制を確保しなければならな

い。 

６ （略） 

７ 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる

職員を置くよう努めなければならない。 

(１) （略） 

(２) 主幹養護教諭、主務養護教諭、養護教

諭又は養護助教諭 

(３) （略） 

第９条～第21条 （略） 

（児童対象性暴力等の防止） 

第21条の２ 幼保連携型認定こども園の設置者

は、法第13条第６項において準用する法第６

条の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校

設置者等及び民間教育保育等事業者による児

童対象性暴力等の防止等のための措置に関す

る法律（令和６年法律第69号）第２条第２項

に規定する児童対象性暴力等をいう。以下こ

の条において同じ。）を防止し、及び児童対

象性暴力等が行われた場合に園児を適切に保

護するため、児童等対象業務従事者（園児と

接する業務に従事する者のうち、支配性、継

続性及び閉鎖性のある環境の下で当該園児に

接するものをいう。）に係る犯罪事実確認

（同法第４条第１項に規定する犯罪事実確認

をいう。）その他の必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

第22条～第26条 （略） 

附 則 

１～８ （略） 

９ 第８条第３項の表備考１に定める者につい

ては、当分の間、小学校の教諭又は養護教諭

の普通免許状を有する者（現に当該施設にお

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ （略） 

６ 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる

職員を置くよう努めなければならない。 

(１) （略） 

(２) 主幹養護教諭       、養護教

諭又は養護助教諭 

(３) （略） 

第９条～第21条 （略） 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第22条～第26条 （略） 

附 則 

１～８ （略） 

９ 第８条第３項の表備考１に定める者につい

ては、当分の間、小学校の教諭又は養護教諭

の普通免許状を有する者（現に当該施設にお
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改    正 現    行 

いて主幹養護教諭、主務養護教諭及び養護教

諭として従事している者を除く。以下「小学

校教諭等免許状所持者」という。）をもって

代えることができる。この場合において、当

該小学校教諭等免許状所持者は、補助者とし

て従事する場合を除き、教育課程に基づく教

育に従事してはならない。 

10～12 （略） 

13 第８条第５項及び附則第９項から第11項ま

での規定により同条第３項 の表備考１に定

める者を特定理学療法士等、小学校教諭等免

許状所持者、知事が保育教諭と同等の知識及

び経験を有すると認める者又は看護師等をも

って代える場合においては、当該特定理学療

法士等、小学校教諭等免許状所持者、知事が

保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認

める者並びに看護師等の総数は、同項の規定

により置かなければならない職員の数の３分

の１を超えてはならない。 

14 第８条第５項及び附則第11項の規定により

特定理学療法士等及び看護師等のいずれもが

保育を行う場合には、当該看護師等が保育を

行うに当たって同条第３項の表備考１に定め

る者（同条第５項ただし書の規定による支援

を行う者を除く。）による支援を受けること

ができる体制を確保しなければならない。 

15 （略） 

 

いて主幹養護教諭       及び養護教

諭として従事している者を除く。以下「小学

校教諭等免許状所持者」という。）をもって

代えることができる。この場合において、当

該小学校教諭等免許状所持者は、補助者とし

て従事する場合を除き、教育課程に基づく教

育に従事してはならない。 

10～12 （略） 

13         附則第９項から第11項ま

での規定により第８条第３項の表備考１に定

める者を         小学校教諭等免

許状所持者、知事が保育教諭と同等の知識及

び経験を有すると認める者又は看護師等をも

って代える場合においては、当該        

    小学校教諭等免許状所持者、知事が

保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認

める者並びに看護師等の総数は、同項の規定

により置かなければならない職員の数の３分

の１を超えてはならない。 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

14 （略） 
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６ 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例（令和６年神奈川県条例第68号）新旧対照表 

改    正 現    行 

附 則 

１ （略） 

２ 園児の教育及び保育に直接従事する職員の

配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支

障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、

改正後の第８条第３項の表１の項        

の規定は、適用しない。この場合において、

改正前の第８条第３項の表１の項        

の規定は、なおその効力を有する。 

３ 園児の教育及び保育に直接従事する職員の

配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支

障を及ぼすおそれがあるときは、令和10年３

月31日までの間、改正後の第８条第３項の表

２の項の規定は、適用しない。この場合にお

いて、改正前の第８条第３項の表２の項の規

定は、なおその効力を有する。 

附 則 

１ （略） 

２ 園児の教育及び保育に直接従事する職員の

配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支

障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、

改正後の第８条第３項の表１の項及び２の項

の規定は、適用しない。この場合において、

改正前の第８条第３項の表１の項及び２の項

の規定は、なおその効力を有する。 

（新規） 
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７ 指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年神奈川県条

例第７号）新旧対照表 

改    正 現    行 

第１条～第46条 （略） 

（児童対象性暴力等の防止） 

第47条 指定児童発達支援事業者は、法第21条

の５の18第４項の規定に基づき、児童対象性

暴力等（学校設置者等及び民間教育保育等事

業者による児童対象性暴力等の防止等のため

の措置に関する法律（令和６年法律第69号）

第２条第２項に規定する児童対象性暴力等を

いう。以下この条において同じ。）を防止

し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に

障害児を適切に保護するため、児童等対象業

務従事者（障害児と接する業務に従事する者

のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環

境の下で当該障害児に接するものをいう。）

に係る犯罪事実確認（同法第４条第１項に規

定する犯罪事実確認をいう。）その他の必要

な措置を講じなければならない。 

第48条～第58条 （略） 

（準用） 

第59条 第５条、第８条及び第４節（第12条、

第24条第１項及び第４項、第25条、第26条第

１項、第32条、第34条、第47条並びに第52条

第２項を除く。）の規定は、基準該当児童発

達支援の事業について準用する。 

第60条～第77条 （略） 

（準用） 

第78条 第13条から第23条まで、第25条から第

31条まで、第33条、第35条          

   から第51条まで、第52条第１項及び第

53条から第55条までの規定は、指定放課後等

デイサービスの事業について準用する。この

場合において、第17条中「いう。第38条第６

号及び第52条第２項」とあるのは「いう。第

78条において準用する第38条第６号」と、第

23条第２項中「次条」とあるのは「第77条」

と、第27条第１項及び第28条中「児童発達支

援計画」とあるのは「放課後等デイサービス

計画」と、第37条第２項中「この節」とある

のは「第４章第４節」と、第55条第２項第２

号中「児童発達支援計画」とあるのは「放課

後等デイサービス計画」と読み替えるものと

する。 

第78条の２ 第８条、第９条、第13条から第23

条まで、第25条から第31条まで、第33条、第

35条           から第51条ま

で、第52条第１項、第53条から第55条の４ま

で、第72条及び第77条の規定は、共生型放課

後等デイサービス（放課後等デイサービスに

係る共生型通所支援をいう。）の事業につい

第１条～第46条 （略） 

 

第47条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第48条～第58条 （略） 

（準用） 

第59条 第５条、第８条及び第４節（第12条、

第24条第１項及び第４項、第25条、第26条第

１項、第32条、第34条    並びに第52条

第２項を除く。）の規定は、基準該当児童発

達支援の事業について準用する。 

第60条～第77条 （略） 

（準用） 

第78条 第13条から第23条まで、第25条から第

31条まで、第33条、第35条から第46条まで、

第48条から第51条まで、第52条第１項及び第

53条から第55条までの規定は、指定放課後等

デイサービスの事業について準用する。この

場合において、第17条中「いう。第38条第６

号及び第52条第２項」とあるのは「いう。第

78条において準用する第38条第６号」と、第

23条第２項中「次条」とあるのは「第77条」

と、第27条第１項及び第28条中「児童発達支

援計画」とあるのは「放課後等デイサービス

計画」と、第37条第２項中「この節」とある

のは「第４章第４節」と、第55条第２項第２

号中「児童発達支援計画」とあるのは「放課

後等デイサービス計画」と読み替えるものと

する。 

第78条の２ 第８条、第９条、第13条から第23

条まで、第25条から第31条まで、第33条、第

35条から第46条まで、第48条から第51条ま

で、第52条第１項、第53条から第55条の４ま

で、第72条及び第77条の規定は、共生型放課

後等デイサービス（放課後等デイサービスに

係る共生型通所支援をいう。）の事業につい
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改    正 現    行 

て準用する。 

第79条～第81条の８ （略） 

（準用） 

第81条の９ 第13条から第23条まで、第25条、

第 26条、第 27条（第６項及び第７項を除

く。）、第27条の２、第28条から第31条ま

で、第33条、第35条から第37条まで、第39

条、第39条の２、第41条の２、第41条の３第

１項、第42条           から第

51条まで、第52条第１項及び第53条から第55

条までの規定は、指定居宅訪問型児童発達支

援の事業について準用する。この場合におい

て、第13条第１項中「第38条」とあるのは

「第81条の８」と、第17条中「いう。第38条

第６号及び第52条第２項において同じ。」と

あるのは「いう。」と、第23条第２項中「次

条」とあるのは「第81条の７」と、第27条第

１項、第28条及び第55条第２項第２号中「児

童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児

童発達支援計画」と、第28条第４項中「第27

条第４項に規定する領域との関連性及びイン

クルージョンの観点を踏まえた」とあるのは

「第27条第４項に規定する領域との関連性を

踏まえた」と、第49条第１項中「行わなけれ

ばならない」とあるのは「行うよう努めなけ

ればならない」と読み替えるものとする。 

第82条～第88条 （略） 

（準用） 

第89条 第13条から第23条まで、第25条、第26

条、第27条（第４項を除く。）、第27条の３

から第31条まで、第33条、第35条から第37条

まで、第39条、第39条の２、第41条の２、第

41条の３第１項、第42条、第44条       

       から第51条まで、第52条第１

項、第53条から第55条まで及び第81条の６か

ら第81条の８までの規定は、指定保育所等訪

問支援の事業について準用する。この場合に

おいて、第13条第１項中「第38条に規定する

運営規程」とあるのは「第89条において準用

する第81条の８に規定する重要事項に関する

規程」と、第17条中「いう。第38条第６号及

び第52条第２項において同じ。」とあるのは

「いう。」と、第23条第２項中「次条」とあ

るのは「第89条において準用する第81条の

７」と、第27条第１項及び第28条中「児童発

達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援

計画」と、第37条第２項中「この節」とある

のは「第６章第４節」と、第27条第６項中

「を受けて」とあるのは「及び当該事業所の

訪問支援員が当該障害児に対して保育所等訪

問支援を行うに当たって訪問する施設（以下

「訪問先施設」という。）による評価（以下

て準用する。 

第79条～第81条の８ （略） 

（準用） 

第81条の９ 第13条から第23条まで、第25条、

第 26条、第 27条（第６項及び第７項を除

く。）、第27条の２、第28条から第31条ま

で、第33条、第35条から第37条まで、第39

条、第39条の２、第41条の２、第41条の３第

１項、第42条から第46条まで、第48条から第

51条まで、第52条第１項及び第53条から第55

条までの規定は、指定居宅訪問型児童発達支

援の事業について準用する。この場合におい

て、第13条第１項中「第38条」とあるのは

「第81条の８」と、第17条中「いう。第38条

第６号及び第52条第２項において同じ。」と

あるのは「いう。」と、第23条第２項中「次

条」とあるのは「第81条の７」と、第27条第

１項、第28条及び第55条第２項第２号中「児

童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児

童発達支援計画」と、第28条第４項中「第27

条第４項に規定する領域との関連性及びイン

クルージョンの観点を踏まえた」とあるのは

「第27条第４項に規定する領域との関連性を

踏まえた」と、第49条第１項中「行わなけれ

ばならない」とあるのは「行うよう努めなけ

ればならない」と読み替えるものとする。 

第82条～第88条 （略） 

（準用） 

第89条 第13条から第23条まで、第25条、第26

条、第27条（第４項を除く。）、第27条の３

から第31条まで、第33条、第35条から第37条

まで、第39条、第39条の２、第41条の２、第

41条の３第１項、第42条、第44条から第46条

まで、第48条から第51条まで、第52条第１

項、第53条から第55条まで及び第81条の６か

ら第81条の８までの規定は、指定保育所等訪

問支援の事業について準用する。この場合に

おいて、第13条第１項中「第38条に規定する

運営規程」とあるのは「第89条において準用

する第81条の８に規定する重要事項に関する

規程」と、第17条中「いう。第38条第６号及

び第52条第２項において同じ。」とあるのは

「いう。」と、第23条第２項中「次条」とあ

るのは「第89条において準用する第81条の

７」と、第27条第１項及び第28条中「児童発

達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援

計画」と、第37条第２項中「この節」とある

のは「第６章第４節」と、第27条第６項中

「を受けて」とあるのは「及び当該事業所の

訪問支援員が当該障害児に対して保育所等訪

問支援を行うに当たって訪問する施設（以下

「訪問先施設」という。）による評価（以下
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改    正 現    行 

「訪問先施設評価」という。）を受けて」

と、同項第５号中「障害児及びその保護者」

とあるのは「障害児及びその保護者並びに当

該訪問先施設」と、同条第７項中「自己評価

及び保護者評価」とあるのは「自己評価、保

護者評価及び訪問先施設評価」と、「保護者

に示す」とあるのは「保護者及び訪問先施設

に示す」と、第28条第４項中「第27条第４項

に規定する領域との関連性及びインクルージ

ョンの観点を踏まえた」とあるのは「インク

ルージョンの観点を踏まえた」と、同条第５

項中「担当者等」とあるのは「担当者及び当

該障害児に係る訪問先施設の担当者等」と、

第44条第１項中「体制、前条の協力医療機

関」とあるのは「体制」と、第49条第１項中

「行わなければならない」とあるのは「行う

よう努めなければならない」と、第55条第２

項第２号中「児童発達支援計画」とあるのは

「保育所等訪問支援計画」と読み替えるもの

とする。 

第90条～第93条 （略） 

 

「訪問先施設評価」という。）を受けて」

と、同項第５号中「障害児及びその保護者」

とあるのは「障害児及びその保護者並びに当

該訪問先施設」と、同条第７項中「自己評価

及び保護者評価」とあるのは「自己評価、保

護者評価及び訪問先施設評価」と、「保護者

に示す」とあるのは「保護者及び訪問先施設

に示す」と、第28条第４項中「第27条第４項

に規定する領域との関連性及びインクルージ

ョンの観点を踏まえた」とあるのは「インク

ルージョンの観点を踏まえた」と、同条第５

項中「担当者等」とあるのは「担当者及び当

該障害児に係る訪問先施設の担当者等」と、

第44条第１項中「体制、前条の協力医療機

関」とあるのは「体制」と、第49条第１項中

「行わなければならない」とあるのは「行う

よう努めなければならない」と、第55条第２

項第２号中「児童発達支援計画」とあるのは

「保育所等訪問支援計画」と読み替えるもの

とする。 

第90条～第93条 （略） 
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８ 指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年神奈川県条

例第８号）新旧対照表 

改    正 現    行 

第１条～第43条 （略） 

（児童対象性暴力等の防止） 

第44条 指定福祉型障害児入所施設の設置者

は、法第24条の11第４項において準用する法

第21条の５の18第４項の規定に基づき、児童

対象性暴力等（学校設置者等及び民間教育保

育等事業者による児童対象性暴力等の防止等

のための措置に関する法律（令和６年法律第

69号）第２条第２項に規定する児童対象性暴

力等をいう。以下この条において同じ。）を

防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場

合に障害児を適切に保護するため、児童等対

象業務従事者（障害児と接する業務に従事す

る者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のあ

る環境の下で当該障害児に接するものをい

う。）に係る犯罪事実確認（同法第４条第１

項に規定する犯罪事実確認をいう。）その他

の必要な措置を講じなければならない。 

第45条～第57条 （略） 

（準用） 

第58条 第７条から第17条まで、第19条、第21

条から第39条まで、第41条から        

 第45条まで、第46条第１項、第47条から第50

条まで及び第52条の規定は、指定医療型障害

児入所施設について準用する。この場合にお

いて、第17条第２項中「次条」とあるのは

「第55条」と、第30条中「医療機関」とある

のは「他の専門医療機関」と、第33条中「障

害児入所給付費」とあるのは「障害児入所給

付費及び障害児入所医療費」と、第34条第３

項中「この節」とあるのは「第３章第３節」

と、第41条第１項中「前条第１項の協力医療

機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と

あるのは「第57条の協力歯科医療機関」と読

み替えるものとする。 

第59条 （略） 

 

第１条～第43条 （略） 

 

第44条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第45条～第57条 （略） 

（準用） 

第58条 第７条から第17条まで、第19条、第21

条から第39条まで、第41条から第43条まで、

第45条  、第46条第１項、第47条から第50

条まで及び第52条の規定は、指定医療型障害

児入所施設について準用する。この場合にお

いて、第17条第２項中「次条」とあるのは

「第55条」と、第30条中「医療機関」とある

のは「他の専門医療機関」と、第33条中「障

害児入所給付費」とあるのは「障害児入所給

付費及び障害児入所医療費」と、第34条第３

項中「この節」とあるのは「第３章第３節」

と、第41条第１項中「前条第１項の協力医療

機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と

あるのは「第57条の協力歯科医療機関」と読

み替えるものとする。 

第59条 （略） 
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９ 地方独立行政法人神奈川県立福祉機構定款 新旧対照表 

変  更  後 現    行 

別表第２（第20条関係） 別表第２（第20条関係） 

 資産

の種

別 

施設の

名称 

財産の名

称 
所在地 

延床面積 

（平方メ

ートル） 

  資産

の種

別 

施設の

名称 

財産の名

称 
所在地 

延床面積 

（平方メ

ートル） 

 

 建物 神奈川

県立中

井やま

ゆり園 

（略） （略） （略）   建物 神奈川

県立中

井やま

ゆり園 

（略） （略） （略）  

 渡廊下

（Ⅱ期） 

足柄上郡中井

町境218 

274.70   渡廊下

（Ⅱ期） 

足柄上郡中井

町境218 

274.70  

 交流棟 足柄上郡中井

町境218 

249.30   （新規）    

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

 倉庫 足柄上郡中井

町境218 

39.26   （新規）    

グランド

便所 

足柄上郡中井

町境218 

16.00 グランド

便所 

足柄上郡中井

町境218 

16.00 

ポンプ室 足柄上郡中井

町境218 

10.00 ポンプ室 足柄上郡中井

町境218 

10.00 

倉庫 足柄上郡中井

町境218 

10.00 （新規）   

倉庫 足柄上郡中井

町境218 

10.00 （新規）   

 倉庫 足柄上郡中井

町境218 

10.00   （新規）    

倉庫 足柄上郡中井

町境218 

8.05 （新規）   
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